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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　セラミック基板と、
　前記セラミック基板の表面上に配置された第１銅プレート層と、
　前記第１銅プレート層上に配置された接合層と、
　前記第１銅プレート層上に配置され、前記接合層を介して前記第１銅プレート層と接続
された金属板と、
　前記金属板上に配置された第１半導体デバイスと、
　前記第１半導体デバイス上に配置された第１柱状電極と
　を備え、
　前記金属板は、それがない場合と比較して、熱抵抗が低くなる厚さで前記第１柱状電極
の厚みよりも薄く、且つ、前記第１半導体デバイスに近づくにつれて断面積が小さくなる
ことを特徴とするパワーモジュール半導体装置。
【請求項２】
　接合温度をＴjmax、ケース温度をＴc、発熱量をＰth（Ｗ）として、実質的な熱抵抗Ｒt
h(℃／Ｗ)を次式で表し、
　　Ｒth(℃／Ｗ)＝（Ｔjmax－Ｔc）／Ｐth
　前記金属板の厚さをＴＨ１、熱伝導率をχ、前記金属板と前記第１半導体デバイスとの
接合面積をＳとして、Ｒth(℃／Ｗ)が０．３１(℃／Ｗ)以下であり、前記金属板の厚さＴ
Ｈ１は、
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　　ＴＨ１≦０．３１(℃／Ｗ)χＳ
　を満足することを特徴とする請求項１に記載のパワーモジュール半導体装置。
【請求項３】
　前記金属板は、平面視で前記第１半導体デバイスよりも面積が大きいことを特徴とする
請求項１または２に記載のパワーモジュール半導体装置。
【請求項４】
　前記第１半導体デバイスは複数配置され、前記金属板は、前記複数の第１半導体デバイ
ス間の対向領域のすくなくとも一部に熱干渉抑制用の溝部を有することを特徴とする請求
項１～３のいずれか１項に記載のパワーモジュール半導体装置。
【請求項５】
　前記溝部は、前記第１銅プレート層表面まで貫通していることを特徴とする請求項４に
記載のパワーモジュール半導体装置。
【請求項６】
　前記第１半導体デバイスは複数配置され、前記金属板は、前記複数の第１半導体デバイ
ス毎に個別に配置されることを特徴とする請求項１に記載のパワーモジュール半導体装置
。
【請求項７】
　前記接合層は、金属粒子接合層であることを特徴とする請求項１に記載のパワーモジュ
ール半導体装置。
【請求項８】
　前記金属粒子接合層は、一部が酸化防止膜で覆われていることを特徴とする請求項７に
記載のパワーモジュール半導体装置。
【請求項９】
　前記接合層は、固相拡散層であることを特徴とする請求項１に記載のパワーモジュール
半導体装置。
【請求項１０】
　前記金属粒子接合層は、導電性粒子を含むペースト層を焼成して形成されたことを特徴
とする請求項７または８に記載のパワーモジュール半導体装置。
【請求項１１】
　前記導電性粒子は、金属微粒子であることを特徴とする請求項１０に記載のパワーモジ
ュール半導体装置。
【請求項１２】
　前記金属微粒子は、銀ナノ粒子、金ナノ粒子、ニッケルナノ粒子または銅ナノ粒子のい
ずれかであることを特徴とする請求項１１に記載のパワーモジュール半導体装置。
【請求項１３】
　前記第１銅プレート層の第１パターン上に前記第１半導体デバイスに隣接して配置され
た第１ダイオードを備えることを特徴とする請求項１に記載のパワーモジュール半導体装
置。
【請求項１４】
　前記第１柱状電極上に配置され、かつ前記第１ダイオードのアノード電極に接続された
第１上面板電極を備えることを特徴とする請求項１３に記載のパワーモジュール半導体装
置。
【請求項１５】
　前記第１銅プレート層の第３パターン上に配置された第２半導体デバイスを備えること
を特徴とする請求項１に記載のパワーモジュール半導体装置。
【請求項１６】
　前記第３パターン上に前記第２半導体デバイスに隣接して配置された第２ダイオードを
備えることを特徴とする請求項１５に記載のパワーモジュール半導体装置。
【請求項１７】
　前記第２半導体デバイス上に配置された第２柱状電極を備えることを特徴とする請求項
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１６に記載のパワーモジュール半導体装置。
【請求項１８】
　前記第２柱状電極の厚さは、前記第１半導体デバイス上に配置された第１柱状電極の厚
さと異なることを特徴とする請求項１７に記載のパワーモジュール半導体装置。
【請求項１９】
　前記第２柱状電極上に配置され、かつ前記第２ダイオードのアノード電極に接続された
第２上面板電極を備えることを特徴とする請求項１７に記載のパワーモジュール半導体装
置。
【請求項２０】
　前記金属板は、ＣｕＭｏ若しくはＣｕで形成されることを特徴とする請求項１～１８の
いずれか１項に記載のパワーモジュール半導体装置。
【請求項２１】
　前記セラミック基板は、Ａｌ2Ｏ3、ＡｌＮ、ＳｉＮ、ＡｌＳｉＣ、若しくは少なくとも
表面が絶縁性のＳｉＣで形成されることを特徴とする請求項１～２０のいずれか１項に記
載のパワーモジュール半導体装置。
【請求項２２】
　前記第１柱状電極および前記第２柱状電極は、ＣｕＭｏ若しくはＣｕであることを特徴
とする請求項１７に記載のパワーモジュール半導体装置。
【請求項２３】
　第１上面板電極および前記第２上面板電極は、ＣｕＭｏ若しくはＣｕであることを特徴
とする請求項１９に記載のパワーモジュール半導体装置。
【請求項２４】
　前記パワーモジュール半導体装置は、トランスファモールド樹脂により被覆されること
を特徴とする請求項１～２３のいずれか１項に記載のパワーモジュール半導体装置。
【請求項２５】
　前記第１半導体デバイスおよび前記第２半導体デバイスは、ＳｉＣ系、ＧａＮ系、若し
くはＡｌＮ系のいずれかのパワーデバイスであることを特徴とする請求項１５に記載のパ
ワーモジュール半導体装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パワーモジュール半導体装置に関し、特に、薄型ＳｉＣパワーモジュールの
熱抵抗を改善可能なパワーモジュール半導体装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在多くの研究機関において、シリコンカーバイド（ＳｉＣ：Silicon Carbide）デバ
イスの研究開発が行われている。ＳｉＣパワーデバイスの特徴として、従来のＳｉパワー
デバイスよりも優れた低オン抵抗、高速スイッチングおよび高温動作などを挙げることが
できる。
【０００３】
　絶縁ゲートバイポーラトランジスタ（ＩＧＢＴ:Insulated Gate Bipolar Transistor）
などの従来のＳｉパワーデバイスでは、動作可能な温度範囲が１５０℃程度までである。
【０００４】
　しかしながら、ＳｉＣパワーデバイスでは、理論的に、約６００℃まで動作可能である
。
【０００５】
　従来のＳｉパワーモジュールでは、Ｓｉパワーデバイスのロスが相対的に大きく、発熱
の問題から大きなパワーを出力することができない。大きなパワーを出力することができ
ない分、パワーモジュールの熱抵抗は大きくても許容できるため、反りの影響を考慮して
パワーモジュールを厚く形成しているが、そのためにパワーモジュールの小型化に限界が
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あった。
【０００６】
　ＳｉＣパワーモジュールでは、ＳｉＣデバイスのロスが相対的に小さいため、大電流を
導通可能であり、かつ高温動作が容易となったが、それを許容するための薄型パワーモジ
ュールの設計は必須である。
【０００７】
　これらのＳｉＣパワーデバイスのパッケージには、ケース型が採用されている。
【０００８】
　一方、トランスファモールドによって樹脂封止された半導体装置についても開示されて
いる（例えば、特許文献１参照。）。
【０００９】
　また、ソース電極に対してワイヤボンディング技術を適用するＳｉＣパワーデバイスの
構造も開示されている（例えば、特許文献２参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２００５－１８３４６３号公報
【特許文献２】特開２００７－３０５９６２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　従来のＳｉパワーモジュールでは、Ｓｉデバイスの規格化オン抵抗が大きいため、抵抗
低減のためにチップサイズを大きくしなくてはならず、モジュール全体の面積も大きかっ
た。そのため、モジュールの反りが起こりやすく、この反りを抑えるために、内蔵する基
板が厚くなり、モジュール全体の厚さも設計上厚くなっていた。また、高温時にＳｉデバ
イスが熱暴走する性質から、高温動作は不可能であった。
【００１２】
　ＳｉＣパワーモジュールでは、小型化の点で薄型パワーモジュールが求められている。
ＳｉＣパワーモジュールでは、ＳｉＣデバイスのチップ面積が小さくなるために、熱抵抗
が下がりにくく、また、高温動作も求められるため、薄型パワーモジュールの部材の反り
が問題となる。
【００１３】
　また、従来の半導体モジュールでは、内蔵する部材が多く、サイズ縮小が不十分であっ
た。また、システムに実装するときに端子の配置が最適化されていないため、省スペース
化できなかった。また、ボンディングワイヤと内蔵する部材間のショートを回避するため
に、上面板電極と基板間の厚みを大きくする必要があり、サイズ縮小が不十分であった。
【００１４】
　一方、Ｓｉ　ＩＧＢＴと比較して、ＳｉＣ　ＭＯＳＦＥＴ(Metal-Oxide-Semiconductor
 Field Effect Transistor)は規格化オン抵抗を１／１０程度に低減可能であるが、同じ
値の規格化オン抵抗を有するように、Ｓｉ　ＩＧＢＴの１／１０の大きさのチップを有す
るＳｉＣ　ＭＯＳＦＥＴを形成すると、熱抵抗Ｒth(℃／Ｗ)の観点からは、ＳｉＣの熱伝
導率がＳｉより高いといっても４倍程度なので、ＳｉＣ　ＭＯＳＦＥＴは放熱上の問題が
生じ動作上不利である。
【００１５】
　放熱上の問題を解決するために、半導体チップ上に柱構造電極を配置し、放熱性を強化
する構造も提案されているが、片面冷却タイプのモジュールでは、放熱への寄与は十分で
はない。
【００１６】
　一方、両面冷却タイプのモジュールは、冷却性能は高性能であるが、生産性が悪く、ま
た製造上高価である。
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【００１７】
　本発明者は、特に熱抵抗が高くなり易いＳｉＣモジュールにとって、チップ裏面（モジ
ュール裏面）側の熱抵抗低減が必要であることを見出した。
【００１８】
　本発明の目的は、薄型ＳｉＣパワーモジュールの熱抵抗を改善可能なパワーモジュール
半導体装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　上記目的を達成するための本発明の一態様によれば、セラミック基板と、前記セラミッ
ク基板の表面上に配置された第１銅プレート層と、前記第１銅プレート層上に配置された
接合層と、前記第１銅プレート層上に配置され、前記接合層を介して前記第１銅プレート
層と接続された金属板と、前記金属板上に配置された第１半導体デバイスと、前記半導体
デバイス上に配置された第１柱状電極とを備え、前記金属板は、それがない場合と比較し
て、熱抵抗が低くなる厚さで前記第１柱状電極の厚みよりも薄く、且つ、前記第１半導体
デバイスに近づくにつれて断面積が小さくなるパワーモジュール半導体装置が提供される
。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、薄型ＳｉＣパワーモジュールの熱抵抗を改善可能なパワーモジュール
半導体装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】第１の実施の形態に係るパワーモジュール半導体装置の模式的断面構造図。
【図２】比較例に係るパワーモジュール半導体装置の模式的断面構造図。
【図３】第１の実施の形態の変形例１に係るパワーモジュール半導体装置の模式的平面パ
ターン構成図。
【図４】図３のＩ－Ｉ線に沿う模式的断面構造図。
【図５】第１の実施の形態の変形例２に係るパワーモジュール半導体装置の模式的平面パ
ターン構成図。
【図６】図５のＩＩ－ＩＩ線に沿う模式的断面構造図。
【図７】第１の実施の形態の変形例３に係るパワーモジュール半導体装置の模式的断面構
造図。
【図８】第１の実施の形態の変形例４に係るパワーモジュール半導体装置の模式的断面構
造図。
【図９】第１の実施の形態の変形例５に係るパワーモジュール半導体装置の模式的平面パ
ターン構成図。
【図１０】図９のＩＩＩ－ＩＩＩ線に沿う模式的断面構造図。
【図１１】第１の実施の形態の変形例６に係るパワーモジュール半導体装置の模式的断面
構造図。
【図１２】第１の実施の形態の変形例７に係るパワーモジュール半導体装置の模式的平面
パターン構成図。
【図１３】（ａ）第１の実施の形態に係るパワーモジュール半導体装置において、金属板
内における熱伝導の広がりを説明するための模式的平面パターン構成図、（ｂ）図１３（
ａ）のＩＶ－ＩＶ線に沿う模式的断面構造図。
【図１４】（ａ）第１の実施の形態に係るパワーモジュール半導体装置において、挿入す
る金属板の厚さＴＨ１と熱抵抗Ｒth(℃／Ｗ)との関係のシミュレーション結果を示す図、
（ｂ）図１４（ａ）のシミュレーションに用いた第１の実施の形態に係るパワーモジュー
ル半導体装置の模式的断面構造図。
【図１５】第１の実施の形態の変形例８に係るパワーモジュール半導体装置の模式的断面
構造図。
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【図１６】第１の実施の形態の変形例９に係るパワーモジュール半導体装置の模式的断面
構造図。
【図１７】第１の実施の形態の変形例１０に係るパワーモジュール半導体装置の模式的断
面構造図。
【図１８】（ａ）第１の実施の形態に係るパワーモジュール半導体装置の製造方法の一工
程において、塗布された金属粒子接合層として銀ナノペーストを加圧する前の状態を示す
模式的断面図、（ｂ）加圧後の銀ナノペーストの状態を示す模式的断面図。
【図１９】第１の実施の形態に係るパワーモジュール半導体装置の製造方法に適用する固
相拡散接合工程の説明であって、（ａ）２つの金属材料が互いに対向した様子を示す模式
的断面構造図、（ｂ）２つの金属材料が互いに対向して接触し、高圧下で、接触界面が変
形した様子を示す模式的断面構造図、（ｃ）接触界面が完全に消失し、１つの境界面のみ
が形成された様子を示す模式的断面構造図、（ｄ）原子拡散によって、境界面が除去され
てシームレスな固相拡散接合が形成された様子を示す模式的断面構造図。
【図２０】第１の実施の形態に係るパワーモジュール半導体装置に適用する半導体デバイ
スの例であって、ＳｉＣ　ＭＯＳＦＥＴの模式的断面構造図。
【図２１】第１の実施の形態に係るパワーモジュール半導体装置に適用する半導体デバイ
スの例であって、ソースパッド電極ＳＰ、ゲートパッド電極ＧＰを含むＳｉＣ　ＭＯＳＦ
ＥＴの模式的断面構造図。
【図２２】第２の実施の形態に係るパワーモジュール半導体装置であって、ツーインワン
モジュールの模式的鳥瞰構成図。
【図２３】第２の実施の形態に係るパワーモジュール半導体装置であって、ツーインワン
モジュールにおいて、樹脂層を形成前の模式的鳥瞰構成図。
【図２４】第２の実施の形態に係るパワーモジュール半導体装置に適用する上面板電極の
模式的平面パターン構成図。
【図２５】第２の実施の形態に係るパワーモジュール半導体装置であって、ツーインワン
モジュールにおいて、上面板電極を形成前の模式的鳥瞰構成図。
【図２６】第２の実施の形態に係るパワーモジュール半導体装置であって、ツーインワン
モジュールの模式的平面パターン構成図。
【図２７】図２６のＶ－Ｖ線に沿う模式的断面構造図。
【図２８】図２６のＶ－Ｖ線に沿う別の模式的断面構造図。
【図２９】図２６のＶ－Ｖ線に沿う他の模式的断面構造図。
【図３０】図２６のＶ－Ｖ線に沿うさらに別の模式的断面構造図。
【図３１】第２の実施の形態に係るパワーモジュール半導体装置であって、ツーインワン
モジュールの模式的裏面外観構成図。
【図３２】第２の実施の形態に係るパワーモジュール半導体装置であって、ツーインワン
モジュールの模式的回路表現図。
【図３３】第２の実施の形態に係るパワーモジュール半導体装置を用いて構成した３相交
流インバータの模式的回路構成図。
【図３４】３相交流インバータを駆動するために第２の実施の形態に係るパワーモジュー
ル半導体装置を３個並列に配置した模式的平面構成図。
【図３５】第２の実施の形態に係るパワーモジュール半導体装置において、信号端子を折
り曲げた模式的鳥瞰構成図。
【図３６】第２の実施の形態に係るパワーモジュール半導体装置を３個並列に配置し、３
相交流インバータを駆動する模式的平面構成図。
【図３７】第３の実施の形態に係るパワーモジュール半導体装置であって、ワンインワン
モジュールの模式的回路表現図。
【図３８】第３の実施の形態に係るパワーモジュール半導体装置であって、ワンインワン
モジュールの詳細回路表現図。
【図３９】第３の実施の形態に係るパワーモジュール半導体装置であって、ワンインワン
モジュールの模式的鳥瞰構成図。
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【図４０】第３の実施の形態に係るパワーモジュール半導体装置であって、ワンインワン
モジュールにおいて、樹脂層を形成前の模式的鳥瞰構成図。
【図４１】第３の実施の形態に係るパワーモジュール半導体装置であって、ワンインワン
モジュールにおいて、上面板電極を形成前の模式的鳥瞰構成図。
【図４２】第３の実施の形態に係るパワーモジュール半導体装置であって、ワンインワン
モジュールの模式的平面パターン構成図。
【図４３】第３の実施の形態に係るパワーモジュール半導体装置であって、ワンインワン
モジュールの模式的裏面外観構成図。
【図４４】図４２のＶＩ－ＶＩ線に沿う模式的断面構造図。
【図４５】図４２のＶＩ－ＶＩ線に沿う別の模式的断面構造図。
【図４６】図４２のＶＩ－ＶＩ線に沿う他の模式的断面構造図。
【図４７】図４２のＶＩ－ＶＩ線に沿うさらに別の模式的断面構造図。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　次に、図面を参照して、実施の形態を説明する。以下の図面の記載において、同一又は
類似の部分には同一又は類似の符号を付している。ただし、図面は模式的なものであり、
厚みと平面寸法との関係、各層の厚みの比率等は現実のものとは異なることに留意すべき
である。したがって、具体的な厚みや寸法は以下の説明を参酌して判断すべきものである
。又、図面相互間においても互いの寸法の関係や比率が異なる部分が含まれていることは
もちろんである。
【００２３】
　又、以下に示す実施の形態は、この発明の技術的思想を具体化するための装置や方法を
例示するものであって、この発明の実施の形態は、構成部品の材質、形状、構造、配置等
を下記のものに特定するものでない。この発明の実施の形態は、特許請求の範囲において
、種々の変更を加えることができる。
【００２４】
[第１の実施の形態]
　第１の実施の形態に係るパワーモジュール半導体装置１の模式的断面構造は、図１に示
すように表される。また、比較例に係るパワーモジュール半導体装置１ａの模式的断面構
造は、図２に示すように表される。
【００２５】
　第１の実施の形態に係るパワーモジュール半導体装置１は、図１に示すように、セラミ
ック基板１０と、セラミック基板１０の表面上に配置された第１銅プレート層１０ａと、
第１銅プレート層１０ａ上に配置された接合層２１ｂと、第１銅プレート層１０ａ上に配
置され、接合層２１ｂを介して第１銅プレート層１０ａと接続された金属板２１と、金属
板２１上に配置された半導体デバイスＱとを備える。
【００２６】
　一方、比較例に係るパワーモジュール半導体装置１ａは、図２に示すように、セラミッ
ク基板１０と、セラミック基板１０の表面上に配置された第１銅プレート層１０ａと、第
１銅プレート層１０ａ上に配置された半田層３ｂと、第１銅プレート層１０ａ上に配置さ
れ、半田層３ｂを介して第１銅プレート層１０ａと接続された半導体デバイスＱとを備え
る。
【００２７】
　第１の実施の形態に係るパワーモジュール半導体装置１において、金属板２１は、図１
に示すように、台形形状を備え、金属板２１上に半導体デバイスＱが搭載される部分の面
積Ｓ１に対して、金属板２１が第１銅プレート層１０と接する部分の面積Ｓ２は、Ｓ２＞
Ｓ１の関係が成り立つ。
【００２８】
　一方、比較例に係るパワーモジュール半導体装置１ａにおいては、図２に示すように、
セラミック基板１０上に半導体デバイスＱが搭載される部分の面積は、Ｓ１のままである
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。
【００２９】
　第１の実施の形態に係るパワーモジュール半導体装置１においては、金属板２１を図１
に示すような形状に形成することによって、半導体デバイスＱからセラミック基板１０へ
の熱拡散効果を増大することができる。
【００３０】
　また、半導体デバイスＱからセラミック基板１０への熱拡散において、セラミック基板
１０を跨ぐ際の熱伝導有効面積を拡大することができる。
【００３１】
　第１の実施の形態に係るパワーモジュール半導体装置１において、金属板２１は、それ
がない場合（比較例）と比較して、熱抵抗Ｒthが低くなる厚さＴＨ１に設定される。ここ
で、熱抵抗Ｒthが低くなる厚さＴＨ１については、後述する（図１４）。
【００３２】
　尚、半導体デバイスＱは、金属板２１と半田層３ｂを介して接続される。
【００３３】
　また、第１の実施の形態に係るパワーモジュール半導体装置１は、図１に示すように、
半導体デバイスＱ上に半田層３ａを介して配置された柱状電極２０と、柱状電極２０上に
配置された上面板電極２２とを備える。
【００３４】
　また、第１の実施の形態に係るパワーモジュール半導体装置１は、図１に示すように、
トランスファモールド樹脂１２により被覆される。
【００３５】
　また、第１の実施の形態に係るパワーモジュール半導体装置１において、接合層２１ｂ
は、例えば、金属粒子接合層で形成可能である。ここで、金属粒子接合層は、導電性粒子
を含むペースト層を焼成して形成可能である。また、導電性粒子は、金属微粒子であって
も良い。更に詳細には、金属微粒子は、銀ナノ粒子、金ナノ粒子、ニッケルナノ粒子また
は銅ナノ粒子のいずれかで形成可能である。
【００３６】
　また、接合層２１ｂは、例えば、固相拡散層で形成可能である。固相拡散層については
、後述する（図１９、図２０および図２１）。
【００３７】
　金属板２１は、ＣｕＭｏ若しくはＣｕで形成可能である。
【００３８】
　セラミック基板２０は、Ａｌ2Ｏ3、ＡｌＮ、ＳｉＮ、ＡｌＳｉＣ、若しくは少なくとも
表面が絶縁性のＳｉＣで形成されていても良い。
【００３９】
　柱状電極２０は、ＣｕＭｏ若しくはＣｕで形成されていても良い。
【００４０】
　上面板電極２２は、ＣｕＭｏ若しくはＣｕで形成されていても良い。
【００４１】
　半導体デバイスＱは、ＳｉＣ系、ＧａＮ系、若しくはＡｌＮ系のいずれかのパワーデバ
イスで形成可能である。具体的に、半導体デバイスＱ１・Ｑ２は、例えば、ＳｉＣ　ＭＯ
ＳＦＥＴ、半導体デバイスＤ１・Ｄ２は、ＳＢＤ（Schottky Barrier Diode）で構成可能
である。
【００４２】
　尚、半導体デバイスＱ１・Ｑ２同士、半導体デバイスＤ１・Ｄ２同士は、必ずしも隣接
している必要はなく、熱抵抗を加味して、適宜配置替えをしても良い。
【００４３】
（変形例１）
　第１の実施の形態の変形例１に係るパワーモジュール半導体装置１の模式的平面パター
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ン構成は図３に示すように表され、図３のＩ－Ｉ線に沿う模式的断面構造は、図４に示す
ように表される。
【００４４】
　第１の実施の形態の変形例１に係るパワーモジュール半導体装置１において、半導体デ
バイスＱ１・Ｑ２・Ｄ１・Ｄ２は、図３に示すように、複数の金属板２１1・２１2・２１

3・２１4上にそれぞれ配置されている。ここで、金属板２１1・２１2の断面形状は、図４
に示すように、矩形形状を有する。金属板２１3・２１4の断面形状も、図示は省略するが
、同様に矩形形状を有する。
【００４５】
　半導体デバイスＱ１・Ｑ２・Ｄ１・Ｄ２は複数配置され、金属板２１1・２１2・２１3

・２１4は、複数の半導体デバイスＱ１・Ｑ２・Ｄ１・Ｄ２毎に個別に配置されている。
すなわち、金属板２１1・２１2・２１3・２１4は、完全に個別に分かれていても良い。
【００４６】
　金属板２１1・２１2・２１3・２１4は、図３に示すように、平面視で半導体デバイスＱ
１・Ｑ２・Ｄ１・Ｄ２よりも面積が大きく構成されている。
【００４７】
　半導体デバイスＱ１・Ｑ２・Ｄ１・Ｄ２のチップ面積よりも大きな金属板２１1・２１2

・２１3・２１4を使用することによって、半導体デバイスＱ１・Ｑ２・Ｄ１・Ｄ２からセ
ラミック基板１０への熱拡散効果を増大することができる。
【００４８】
　また、半導体デバイスＱ１・Ｑ２・Ｄ１・Ｄ２からセラミック基板１０への熱拡散にお
いて、ＳｉＮ，ＡｌＳｉＣなどで形成されるセラミック基板１０を跨ぐ際の熱伝導有効面
積を拡大することができる。
【００４９】
　第１の実施の形態の変形例１に係るパワーモジュール半導体装置１は、図３および図４
に示すように、半導体デバイスＱ１・Ｑ２上に配置された柱状電極２０1・２０2を備えて
いても良い。
【００５０】
　また、第１の実施の形態の変形例１に係るパワーモジュール半導体装置１は、図３およ
び図４に示すように、第１銅プレート層１０ａのパターン上に半導体デバイスＱ１・Ｑ２
に隣接して配置されたダイオードＤ１・Ｄ２を備えていても良い。
【００５１】
　また、第１の実施の形態の変形例１に係るパワーモジュール半導体装置１は、図３およ
び図４に示すように、柱状電極２０1・２０2上に配置された上面板電極２２を備えていて
も良い。
【００５２】
　金属板２１1・２１2・２１3・２１4は、ＣｕＭｏ若しくはＣｕで形成可能である。
【００５３】
　また、セラミック基板２０は、Ａｌ2Ｏ3、ＡｌＮ、ＳｉＮ、ＡｌＳｉＣ、若しくは少な
くとも表面が絶縁性のＳｉＣで形成されていても良い。
【００５４】
　柱状電極２０1・２０2は、ＣｕＭｏ若しくはＣｕで形成されていても良い。
【００５５】
　上面板電極２２は、ＣｕＭｏ若しくはＣｕで形成されていても良い。
【００５６】
　半導体デバイスＱ１・Ｑ２は、ＳｉＣ系、ＧａＮ系、若しくはＡｌＮ系のいずれかのパ
ワーデバイスで形成可能である。具体的に、半導体デバイスＱ１・Ｑ２は、例えば、Ｓｉ
Ｃ　ＭＯＳＦＥＴ、半導体デバイスＤ１・Ｄ２は、ＳＢＤで構成可能である。
【００５７】
（変形例２）
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　第１の実施の形態の変形例２に係るパワーモジュール半導体装置１の模式的平面パター
ン構成は、図５に示すように表され、図５のＩＩ－ＩＩ線に沿う模式的断面構造は、図６
に示すように表される。
【００５８】
　第１の実施の形態の変形例２に係るパワーモジュール半導体装置１は、図５および図６
に示すように、半導体デバイスＱ１・Ｑ２・Ｄ１・Ｄ２は、共通の金属板２１上に配置さ
れている。ここで、金属板２１の断面形状は、図６に示すように、矩形形状を有する。
【００５９】
　金属板２１は、図５に示すように、平面視で半導体デバイスＱ１・Ｑ２・Ｄ１・Ｄ２よ
りも面積が大きく構成されている。
【００６０】
　半導体デバイスＱ１・Ｑ２・Ｄ１・Ｄ２のチップ面積よりも大きな金属板２１を使用す
ることによって、半導体デバイスＱ１・Ｑ２・Ｄ１・Ｄ２からセラミック基板１０への熱
拡散効果を増大することができる。
【００６１】
　また、半導体デバイスＱ１・Ｑ２・Ｄ１・Ｄ２からセラミック基板１０への熱拡散にお
いて、セラミック基板１０を跨ぐ際の熱伝導有効面積を拡大することができる。その他の
構成は、第１の実施の形態の変形例１と同様である。
【００６２】
（変形例３）
　第１の実施の形態の変形例３に係るパワーモジュール半導体装置１の模式的断面構造は
、図７に示すように表される。変形例３に係るパワーモジュール半導体装置１は、変形例
１と同様の平面パターン構成を備えるため、図７は、図３（変形例１）のＩ－Ｉ線に沿う
模式的断面構造に対応している。
【００６３】
　半導体デバイスＱ１・Ｑ２・Ｄ１・Ｄ２は、図３および図７に示すように、複数の金属
板２１1・２１2・２１3・２１4上にそれぞれ配置されている。ここで、金属板２１1・２
１2の断面形状は、図７に示すように、台形形状を有する。金属板２１3・２１4の断面形
状も、図示は省略するが、同様に台形形状を有する。
【００６４】
　金属板２１1・２１2・２１3・２１4は、図３に示すように、平面視で半導体デバイスＱ
１・Ｑ２・Ｄ１・Ｄ２よりも面積が大きく構成されている。
【００６５】
　半導体デバイスＱ１・Ｑ２・Ｄ１・Ｄ２のチップ面積よりも大きな金属板２１1・２１2

・２１3・２１4を使用することによって、半導体デバイスＱ１・Ｑ２・Ｄ１・Ｄ２からセ
ラミック基板１０への熱拡散効果を増大することができる。
【００６６】
　また、半導体デバイスＱ１・Ｑ２・Ｄ１・Ｄ２からセラミック基板１０への熱拡散にお
いて、ＳｉＮ，ＡｌＳｉＣなどで形成されるセラミック基板１０を跨ぐ際の熱伝導有効面
積を拡大することができる。その他の構成は、第１の実施の形態の変形例１と同様である
。
【００６７】
（変形例４）
　第１の実施の形態の変形例４に係るパワーモジュール半導体装置１の模式的断面構造は
、図８に示すように表される。変形例４に係るパワーモジュール半導体装置１は、変形例
２と同様の平面パターン構成を備えるため、図８は、図５（変形例２）のＩＩ－ＩＩ線に
沿う模式的断面構造に対応している。
【００６８】
　半導体デバイスＱ１・Ｑ２・Ｄ１・Ｄ２は、図５および図８に示すように、共通の金属
板２１上に配置されている。ここで、金属板２１の断面形状は、図８に示すように、台形
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形状を有する。
【００６９】
　金属板２１は、図５に示すように、平面視で半導体デバイスＱ１・Ｑ２・Ｄ１・Ｄ２よ
りも面積が大きく構成されている。
【００７０】
　半導体デバイスＱ１・Ｑ２・Ｄ１・Ｄ２のチップ面積よりも大きな金属板２１を使用す
ることによって、半導体デバイスＱ１・Ｑ２・Ｄ１・Ｄ２からセラミック基板１０への熱
拡散効果を増大することができる。
【００７１】
　また、半導体デバイスＱ１・Ｑ２・Ｄ１・Ｄ２からセラミック基板１０への熱拡散にお
いて、セラミック基板１０を跨ぐ際の熱伝導有効面積を拡大することができる。その他の
構成は、第１の実施の形態の変形例１と同様である。
【００７２】
（変形例５）
　第１の実施の形態の変形例５に係るパワーモジュール半導体装置の模式的平面パターン
構成は、図９に示すように表され、図９のＩＩＩ－ＩＩＩ線に沿う模式的断面構造は、図
１０に示すように表される。
【００７３】
　第１の実施の形態の変形例５に係るパワーモジュール半導体装置１は、図９および図１
０に示すように、半導体デバイスＱ１・Ｑ２は、共通の金属板２１上に配置されている。
ここで、金属板２１の断面形状は、図１０に示すように、台形形状を有し、一部に熱干渉
抑制用の溝部２１Ｇを有する。また、溝部２１Ｇも台形形状を有する。
【００７４】
　すなわち、第１の実施の形態の変形例５に係るパワーモジュール半導体装置１は、図９
および図１０に示すように、金属板２１上に半導体デバイスＱ１・Ｑ２は複数配置され、
金属板２１は、複数の半導体デバイスＱ１・Ｑ２間の対向領域のすくなくとも一部に熱干
渉抑制用の溝部２１Ｇを有する。
【００７５】
　図１０に示すように、第１の実施の形態の変形例５に係るパワーモジュール半導体装置
１において、金属板２１の厚さＴＨ１に対して、熱干渉抑制用の溝部２１Ｇの深さは、Ｔ
Ｈ２であり、ＴＨ１＞＝ＴＨ２が成立する。
【００７６】
　ここで、ＴＨ２＝ＴＨ１の場合には、溝部２１Ｇは、第１銅プレート層１０ａの表面ま
で貫通していることになる。
【００７７】
　すなわち、溝部２１Ｇは、銅プレート層１０ａの表面まで貫通していても良い。
【００７８】
　金属板２１は、図９に示すように、平面視で半導体デバイスＱ１・Ｑ２よりも面積が大
きく構成されている。
【００７９】
　半導体デバイスＱ１・Ｑ２のチップ面積よりも大きな金属板２１を使用することによっ
て、半導体デバイスＱ１・Ｑ２からセラミック基板１０への熱拡散効果を増大することが
できる。
【００８０】
　また、半導体デバイスＱ１・Ｑ２からセラミック基板１０への熱拡散において、セラミ
ック基板１０を跨ぐ際の熱伝導有効面積を拡大することができる。
【００８１】
　また、金属板２１に熱干渉抑制用の溝部２１Ｇを形成することによって、半導体デバイ
スＱ１・Ｑ２間の熱干渉を抑制することができる。その他の構成は、第１の実施の形態の
変形例１と同様である。
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【００８２】
（変形例６）
　第１の実施の形態の変形例６に係るパワーモジュール半導体装置の模式的断面構造は、
図１１に示すように表される。模式的平面パターン構成は、図９と同様に表され、図１１
は、図９のＩＩＩ－ＩＩＩ線に沿う模式的断面構造に対応する。
【００８３】
　半導体デバイスＱ１・Ｑ２は、図９および図１１に示すように、共通の金属板２１上に
配置されている。ここで、金属板２１の断面形状は、図１１に示すように、矩形形状を有
する。
【００８４】
　すなわち、第１の実施の形態の変形例６に係るパワーモジュール半導体装置１は、図９
および図１１に示すように、金属板２１上に半導体デバイスＱ１・Ｑ２は複数配置され、
金属板２１は、複数の半導体デバイスＱ１・Ｑ２間の対向領域のすくなくとも一部に熱干
渉抑制用の溝部２１Ｇを有する。また、溝部２１Ｇも矩形形状を有する。
【００８５】
　金属板２１に熱干渉抑制用の溝部２１Ｇを形成することによって、半導体デバイスＱ１
・Ｑ２間の熱干渉を抑制することができる。その他の構成は、第１の実施の形態の変形例
５と同様である。
【００８６】
（変形例７）
　第１の実施の形態の変形例７に係るパワーモジュール半導体装置の模式的平面パターン
構成は、図１２に示すように表される。
【００８７】
　第１の実施の形態の変形例７に係るパワーモジュール半導体装置１においては、金属板
２１上に半導体デバイスＱ１・Ｑ２は複数配置され、金属板２１は、半導体デバイスＱ１
の周辺部に熱干渉抑制用の溝部２１Ｇを有する。
【００８８】
　金属板２１に熱干渉抑制用の溝部２１Ｇを形成することによって、半導体デバイスＱ１
・Ｑ２間の熱干渉を抑制することができる。その他の構成は、第１の実施の形態の変形例
５と同様である。
【００８９】
（金属板内における熱伝導の広がり）
　第１の実施の形態に係るパワーモジュール半導体装置１において、金属板２１内におけ
る熱伝導の広がりを説明するための模式的平面パターン構成は、図１３（ａ）に示すよう
に表され、図１３（ａ）のＩＶ－ＩＶ線に沿う模式的断面構造は、図１３（ｂ）に示すよ
うに表される。図１３においては、相対的に小さなチップ寸法を有する半導体デバイスＳ
Ｑと、相対的に大きなチップ寸法を有する半導体デバイスＬＱが金属板２１上に配置され
る例が示されている。半導体デバイスＳＱのチップ寸法は、例えばＸＳｘＹＳ、半導体デ
バイスＬＱのチップ寸法は、例えばＸＬｘＹＬである。
【００９０】
　金属板２１の厚さをＴＨ１として、熱伝導の広がりは、相対的に大きなチップ寸法を有
する半導体デバイスＬＱでは、例えば３ＹＬであるのに対して、相対的に小さなチップ寸
法を有する半導体デバイスＳＱでは、例えば７ＹＳである。
【００９１】
　図１３（ａ）および図１３（ｂ）から明らかなように、相対的に大きなチップ寸法を有
する半導体デバイスＬＱに比べ、相対的に小さなチップ寸法を有する半導体デバイスＳＱ
の方が、熱伝導の広がり効果が大きい。
【００９２】
　第１の実施の形態に係るパワーモジュール半導体装置１においては、熱伝導率の悪いセ
ラミック基板１０を伝熱する前に、金属板２１において熱伝導有効面積を拡大することが
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でき、相対的に小さなチップ寸法を有する半導体デバイスＳＱをマルチチップで、並列（
パラレル）に配置する構造が適している。
【００９３】
　また、第１の実施の形態の変形例５～７に係るパワーモジュール半導体装置１において
は、金属板２１に熱干渉抑制用の溝部２１Ｇを形成することによって、半導体デバイス間
の熱干渉を抑制することができることから、このような溝部２１Ｇを有する構造は、小チ
ップをマルチ―パラレルに配置する構造に適している構造である。
【００９４】
（シミュレーション結果）
　第１の実施の形態に係るパワーモジュール半導体装置において、挿入する金属板の厚さ
ＴＨ１と熱抵抗Ｒth(℃／Ｗ)との関係のシミュレーション結果は図１４（ａ）に示すよう
に表される。また、図１４（ａ）のシミュレーションに用いたパワーモジュール半導体装
置の模式的断面構造は、図１４（ｂ）に示すように表される。接合層２１ｂの厚さをｔ１
としている。
【００９５】
　図１４（ａ）において、曲線Ａは、金属板２１が存在しかつ金属板２１下の接合層２１
ｂとして厚さｔ１＝０．０５ｍｍの半田層を有する場合である。曲線Ｂは、金属板２１が
存在しかつ金属板２１下の接合層２１ｂとして厚さｔ１＝０．１ｍｍの半田層を有する場
合である。破線Ｃは、ＴＨ１＝０、すなわち、金属板２１が存在しない場合であり、熱抵
抗Ｒth＝０．３１(℃／Ｗ)である。曲線Ｄは、金属板２１が存在しかつ金属板２１下の接
合層２１ｂとして固相拡散接合を適用する場合である。
【００９６】
　図１４（ａ）から明らかなように、曲線Ｄの固相拡散接合を適用する場合が最も熱抵抗
Ｒth(℃／Ｗ)を低減可能である。
【００９７】
　接合温度をＴjmax、ケース温度をＴc、発熱量をＰth(Ｗ)とすると、実質的な熱抵抗Ｒt
h(℃／Ｗ)は次式で表される。すなわち、
　Ｒth(℃／Ｗ)＝（Ｔjmax－Ｔc）／Ｐth　　　　　　　　　　　　　　　　　（１）
　金属板２１の厚さをＴＨ１、熱伝導率をχ、金属板２１と半導体デバイスとの接合面積
をＳとすると、熱抵抗Ｒth(℃／Ｗ)は次式でも表すことができる。すなわち、
　Ｒth(℃／Ｗ)＝ＴＨ１／χＳ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２）
　第１の実施の形態に係るパワーモジュール半導体装置においては、接合層２１ｂの形成
方法に合わせて適切な厚さＴＨ１の金属板２１を挿入することで、熱抵抗Ｒth(℃／Ｗ)を
低減可能である。
【００９８】
　セラミック基板１０上の銅プレート層（銅箔）１０ａと金属板２１との接合層２１ｂに
銀ナノ粒子接合層や固相拡散層を使用することによって、接合部分の熱抵抗寄与を限界ま
で低減化可能である。さらに、溝部２１Ｇの存在で、チップ間の熱干渉を抑制可能であり
、効果的に実効的な熱抵抗の低減を図ることができる。
【００９９】
　第１の実施の形態に係るパワーモジュール半導体装置においては、金属板２１を挿入す
ることによって、パワーモジュールの部品点数の増大、軽量化の妨げ、パワーモジュール
厚の増加などのディメリットが存在するが、セラミック基板領域の熱抵抗の低減という大
きなメリットを得ることができる。
【０１００】
　尚、このシミュレーションは、隣接したチップとの熱干渉を無視しているので、金属板
２１の厚さＴＨ１は、隣接する発熱体からの熱干渉に応じて適切に効果のある厚さに変更
すると良い。
【０１０１】
（変形例８）
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　第１の実施の形態の変形例８に係るパワーモジュール半導体装置１の模式的断面構造は
、図１５に示すように表される。
【０１０２】
　第１の実施の形態の変形例８に係るパワーモジュール半導体装置１は、図７に示した変
形例３に係るパワーモジュール半導体装置１において、金属板２１1の厚さＴＨ１1と金属
板２１2の厚さＴＨ１2が異なる例を示す。このような場合には、柱状電極２０1と柱状電
極２０2の高さを調整することによって、上面板電極２２をセラミック基板１０に対して
平行に配置することができる。
【０１０３】
　すなわち、第１の実施の形態の変形例８に係るパワーモジュール半導体装置１において
は、マルチチップの半導体デバイスＱを搭載する金属板２１の厚さが異なっていても良く
、このような場合には、マルチチップの半導体デバイスＱ上の柱状電極２０の高さを調整
することによって、上面板電極２２をセラミック基板１０に対して平行に配置することが
できる。その他の構成は、第１の実施の形態の変形例３と同様である。
【０１０４】
（変形例９）
　第１の実施の形態の変形例９に係るパワーモジュール半導体装置１の模式的断面構造は
、図１６に示すように表される。
【０１０５】
　第１の実施の形態の変形例９に係るパワーモジュール半導体装置１においては、半導体
デバイスＱ１・Ｑ２上に配置される柱状電極２０1・２０2が半導体デバイスＱ１・Ｑ２か
ら上面板電極２２方向にテーパー状に広がった台形形状を備える。
【０１０６】
　第１の実施の形態の変形例９に係るパワーモジュール半導体装置１においては、台形形
状の金属板２１1・２１2に加えて、柱状電極２０1・２０2が半導体デバイスＱ１・Ｑ２か
ら上面板電極２２方向にテーパー状に広がった台形形状を備えるため、変形例３に比べて
、更に上面板電極２２方向への熱放散を良好にすることができる。の他の構成は、第１の
実施の形態の変形例３と同様である。
【０１０７】
（変形例１０）
　第１の実施の形態の変形例１０に係るパワーモジュール半導体装置１の模式的断面構造
は、図１７に示すように表される。
【０１０８】
　第１の実施の形態の変形例１０に係るパワーモジュール半導体装置１においても、半導
体デバイスＱ１・Ｑ２上に配置される柱状電極２０1・２０2が半導体デバイスＱ１・Ｑ２
から上面板電極２２方向にテーパー状に広がった台形形状を備える。
【０１０９】
　第１の実施の形態の変形例１０に係るパワーモジュール半導体装置１においては、矩形
形状の金属板２１1・２１2に加えて、柱状電極２０1・２０2が半導体デバイスＱ１・Ｑ２
から上面板電極２２方向にテーパー状に広がった台形形状を備えるため、変形例１に比べ
て、更に上面板電極２２方向への熱放散を良好にすることができる。その他の構成は、第
１の実施の形態の変形例１と同様である。
【０１１０】
（銀ナノペーストおよびその焼結体）
　第１の実施の形態およびその変形例１～１０に係るパワーモジュール半導体装置１にお
いて、接合層２１ｂは、導電性粒子を含むペースト材料を焼成して形成可能である。ペー
スト材料の焼成温度は、例えば、約２００～４００℃である。
【０１１１】
　導電性粒子は、金属微粒子であり、例えば、銀粒子、金粒子またはニッケルや銅粒子な
どである。
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【０１１２】
　例えば、金属微粒子として銀粒子を適用する場合、銀粒子の濃度は、例えば、約８０質
量％～約９５質量％である。また、銀ナノ粒子の場合の平均粒径は、約１０ｎｍ～約１０
０ｎｍ程度である。
【０１１３】
　銀ナノペーストは、例えば、粒径約３０ｎｍ～約１００ｎｍの銀ナノ粒子を所定の溶媒
に拡散させたものである。溶媒としては、例えばテルピネオール等の極性溶媒、テトラデ
カン等の炭化水素系溶媒、水系溶媒、ケトン系溶媒等が適用される。
【０１１４】
　銀ナノ粒子は、核としての銀の微粒子の表面を、有機化合物等で構成されるシェル（有
機殻）で覆った構成となっている。これにより、溶媒における分散性を向上させると共に
、銀の微粒子の酸化を防ぐことができる。また、焼成処理を行う前工程において、銀ナノ
ペーストから成るペースト層を加圧して、シェルを破砕することにより、銀の微粒子の密
度を高めることができ、焼結体としての金属粒子接合層の緻密性を向上させることができ
る。具体的な加圧の仕方については、図１８を参照して後述する。
【０１１５】
　また、第１の実施の形態およびその変形例１～１０に係るパワーモジュール半導体装置
１においては、例えば、銀ナノ粒子の濃度が約８０質量％～約９５質量％の比較的高濃度
の銀ナノペーストを用いても良い。焼成によって析出される金属銀を緻密にして良好な導
電性および接合性を確保するためである。
【０１１６】
　また、第１の実施の形態およびその変形例１～１０に係るパワーモジュール半導体装置
１においては、銀ナノペーストから成るペースト層の焼成温度は、例えば、約２００～４
００℃程度である。
【０１１７】
　この焼成処理により、高融点の金属銀（融点約９６０℃）が析出して、接合層２１ｂを
形成する。この結果、接合層２１ｂを介して、金属板２１と銅プレート層１０ａとの間が
強固に接合される。
【０１１８】
　しかも、この接合層２１ｂは、金属銀（Ａｇ）と同等の特性を発揮することから、電気
的に低抵抗（１００℃で、約２．０８×１０－８［Ωｍ］）で、優れた熱伝導率（１００
℃で、約１５０Ｗ／ｍＫ）を有し、融点約９６０℃という高い耐熱性を備えている。この
熱伝導率の数値は、半田層の熱伝導率約３０Ｗ／ｍＫ～約６０Ｗ／ｍＫに比べて十分に高
い値である。
【０１１９】
　したがって、ＳｉＣデバイスを例えば約４００℃近くの高温で駆動した場合であっても
、接合部が溶融することが無く、デバイス特性の信頼性、実装時の信頼性を向上すること
ができる。
【０１２０】
　第１の実施の形態およびその変形例１～１０に係るパワーモジュール半導体装置１の製
造方法の一工程において、塗布された金属粒子接合層として銀ナノペーストを加圧する前
の状態は、図１８（ａ）に示すように模式的に表され、加圧後の銀ナノペーストの状態は
、図１８（ｂ）に示すように模式的に表される。
【０１２１】
　図１８（ａ）において、各銀ナノ粒子２２０は、有機化合物等で構成されるシェル（有
機殻）２００ａで被覆された形態で、例えば、テルピネオール等の溶媒２００中において
拡散した状態となっている。
【０１２２】
　この状態からペースト層１８０を上下方向から圧力Ｐを加えて圧縮すると、図１８（ｂ
）に示す状態に変化する。即ち、有機化合物等で構成されるシェル２００ａが加圧によっ
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て破砕され、各銀ナノ粒子２２０が密着した状態となる。これにより、ペースト層１８０
の厚さは、Ｌ１からＬ２に縮まった状態となる。
【０１２３】
　金属粒子による接合層２１ｂを形成するペースト層１８０の塗布には、マスクおよびス
キージ（ヘラ部材）を用いたスクリーン印刷の手法が適用される。
【０１２４】
　また、ペースト層１８０の厚さは、例えば約１０μｍ～約５０μｍとされる。なお、金
属粒子による接合層２１ｂの厚さは、焼成時の収縮によりペースト層１８０の厚さの半分
程度となる。即ち、例えばペースト層１８０の厚さが約５０μｍの場合に、焼成後の金属
粒子による接合層２１ｂの厚さは約２０μｍ～約３０μｍ程度となることが実験により確
認されている。
【０１２５】
―加圧および加熱工程―
　第１の実施の形態およびその変形例１～１０において、金属粒子接合層２１ｂ（加熱・
加圧前は、ペースト層１８０）を挟んで、セラミック基板１０上に金属板２１を載置し、
その状態で、プレス加工機にセットして圧力を加える。
【０１２６】
　この際の圧力は、例えば、約２ＭＰａ～約３０ＭＰａとされる。これにより、ペースト
層１８０は、図１８（ａ）の状態から図１８（ｂ）のように、各銀ナノ粒子２２０が密着
した状態となる。
【０１２７】
　尚、上記の加圧工程では、加圧と加熱を同時に行うために、所定のベーキング装置など
によってパワーモジュール半導体装置１全体を約２００℃～約４００℃で所定時間にわた
って加熱する。
【０１２８】
　これにより、ペースト層１８０が焼成され、金属銀が析出して金属粒子接合層２１ｂが
形成される。
【０１２９】
　この金属銀から成る金属粒子接合層２１ｂは、金属板２１とセラミック基板１０間を強
固に接合し、セラミック基板１０の上に金属板２１が電気的に接合される。
【０１３０】
　第１の実施の形態およびその変形例１～１０によれば、銀ナノペーストを塗布して焼成
するという簡易な工程により高い耐熱性を備えた接合を形成することができる。
【０１３１】
　また、第１の実施の形態およびその変形例１～１０によれば、銀ナノペーストの焼結体
である金属銀によって金属粒子接合層を形成することにより、金属粒子接合層２１ｂの耐
熱性、熱伝導性等を高めることができ、ＳｉＣ系ＦＥＴ、ＧａＮ系ＦＥＴなどの半導体デ
バイス等に適したパワーモジュール半導体装置１を提供することができる。
【０１３２】
　また、第１の実施の形態およびその変形例１～１０によれば、金属粒子接合層は金属銀
で形成され、鉛（Ｐｂ）を用いることが無いので、鉛フリーとなり公害対策に資すること
ができる。
【０１３３】
　第１の実施の形態およびその変形例１～１０によれば、低コストで高い耐熱性を有する
パワーモジュール半導体装置およびその製造方法を提供することができる。
【０１３４】
（固相拡散接合工程）
　第１の実施の形態およびその変形例１～１０に係るパワーモジュール半導体装置１にお
いて、金属板２１をセラミック基板１０上の銅プレート層１０ａ上に形成するには、材料
同士を固相拡散接合技術を用いて接合すれば、接合剤による特性悪化を除くことができる
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。この場合、固相拡散接合技術に適した表面処理（表面メッキ）などをしていることも必
要である。
【０１３５】
　第１の実施の形態およびその変形例１～１０に係るパワーモジュール半導体装置１にお
いて、半導体デバイスは、マルチチップ構成を採用していても良い。すなわち、例えば、
約５ｍｍ角の半導体デバイスチップを電流容量に応じて、複数個配置しても良い。
【０１３６】
　金属板２１の裏面上およびセラミック基板１０上の銅プレート層１０ａの表面上には、
銀（Ａｇ）、金（Ａｕ）、チタン（Ｔｉ）、ニッケル（Ｎｉ）などを形成しても良い。す
なわち、金属板２１の裏面には、Ａｇ、Ａｕ、Ｔｉ、Ｎｉなどからなる金属層を、めっき
技術、スパッタリング技術若しくは真空蒸着技術などを用いて形成し、同様に、セラミッ
ク基板１０上の銅プレート層１０ａの表面上にＡｇ、Ａｕ、Ｔｉ、Ｎｉなどからなる金属
層を、めっき技術、スパッタリング技術若しくは真空蒸着技術などを用いて形成し、両者
の間で、固相拡散により接合層２１ｂを形成しても良い。
【０１３７】
　例えば、金属板２１は、例えば、低ＣＴＥの電極材料ＣｕＭｏ、若しくは高熱伝導率で
高電気伝導率の電極材料Ｃｕで形成可能である。なお、固相拡散接合層を形成する際には
、加熱工程と同時に加圧する。接合部に加圧する圧力は、約１ＭＰａ以上約１００ＭＰａ
以下であり、加熱温度は、約２００℃以上約３５０℃以下であることが望ましい。
【０１３８】
　第１の実施の形態およびその変形例１～１０に係るパワーモジュール半導体装置１の製
造方法に適用する固相拡散接合工程の説明であって、２つの金属材料Ｍ１・Ｍ２が互いに
対向した様子を示す模式的断面構造は、図１９（ａ）に示すように表され、２つの金属材
料Ｍ１・Ｍ２が互いに対向して接触し、高圧下で、接触界面ＢＦが塑性変形した様子を示
す模式的断面構造は、図１９（ｂ）に示すように表され、接触界面ＢＦが完全に消失し、
１つの境界面ＢＳのみが形成された様子を示す模式的断面構造は、図１９（ｃ）に示すよ
うに表され、原子拡散によって、境界面ＢＳが除去されてシームレスな固相拡散接合が形
成された様子を示す模式的断面構造は、図１９（ｄ）に示すように表される。
【０１３９】
（ａ）まず、図１９（ａ）に示すように、２つの金属材料Ｍ１・Ｍ２を互いに対向して近
接させる。
【０１４０】
（ｂ）次に、２つの金属材料Ｍ１・Ｍ２を互いに対向して接触させ、例えば、約１ＭＰａ
以上約１００ＭＰａ以下の高い圧力を印加すると、図１９（ｂ）に示すように、接触界面
ＢＦが塑性変形する。
【０１４１】
（ｃ）次に、上記の高圧下において、加熱工程を実施すると、図１９（ｃ）に示すように
、接触界面ＢＦが完全に消失し、１つの境界面ＢＳのみが形成される。このときの加熱温
度は、例えば、約２００℃以上約３５０℃以下である。
【０１４２】
（ｄ）さらに上記の高圧下において、加熱工程を実施し続けると、図１９（ｄ）に示すよ
うに、原子拡散によって、２つの金属材料Ｍ１・Ｍ２の境界面ＢＳが除去されてシームレ
スな固相拡散接合が形成される。
【０１４３】
　固相拡散接合工程における温度プロファイル例および圧力プロファイル例は、図２０に
示すように表される。図２０の例では、初期状態において、圧力を約９０ＭＰａ印加し、
この圧力を保持したままで、約５分以内で、常温から３５０℃まで昇温する。その後、約
２０分間にわたり約９０ＭＰａの圧力と、約３５０℃の加熱温度を保持させる。その後、
約２５分間で、圧力を約９０ＭＰａから大気圧まで降下させると共に、加熱温度を約３５
０℃から約２００℃まで降下する。その後、約２５分間で、加熱温度を約２００℃から常
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温まで降下する。図２０から明らかなように、加圧・加熱プロセス時間は、約１時間で終
了しており、プロセス時間の短縮化が実現されている。
【０１４４】
　第１の実施の形態およびその変形例１～１０に係るパワーモジュール半導体装置におい
て適用されるセラミック基板１０は、表面および裏面に金属層１０ａ・１０ｂを形成した
構造を備えている。ここで、金属層１０ａ・１０ｂは、ＤＢＣ（Direct Bonding Copper
）基板、ＤＢＡ（Direct Brazed Aluminum）若しくはＡＭＢ（Active Metal Brazed, Act
ive Metal Bond）基板などの実装基板の表面上のＣｕ電極やＡｌ電極で形成されていても
良い。特に、ＡＭＢ基板は、ロウ付けで形成されるため、クッション効果が大きく、温度
変化による応力を吸収し易いため、高温動作に適している。
【０１４５】
　また、基板の平坦性が要求される場合には、セラミック基板１０の代わりに、シリコン
ウェハなどの半導体基板も適用可能である。
【０１４６】
（半導体デバイスの構成例）
　第１の実施の形態およびその変形例１～１０に係るパワーモジュール半導体装置１に適
用する半導体デバイス１００の例として、ＳｉＣ　ＭＯＳＦＥＴの模式的断面構造は、図
２０に示すように、ｎ-高抵抗層からなる半導体基板２６と、半導体基板２６の表面側に
形成されたｐベース領域２８と、ｐベース領域２８の表面に形成されたソース領域３０と
、ｐベース領域２８間の半導体基板２６の表面上に配置されたゲート絶縁膜３２と、ゲー
ト絶縁膜３２上に配置されたゲート電極３８と、ソース領域３０およびｐベース領域２８
に接続されたソース電極３４と、半導体基板２６の表面と反対側の裏面に配置されたｎ+

ドレイン領域２４と、ｎ+ドレイン領域２４に接続されたドレインパッド電極３６とを備
える。
【０１４７】
　図２０では、半導体デバイス１００は、プレーナゲート型ｎチャネル縦型ＳｉＣ　ＭＯ
ＳＦＥＴで構成されているが、トレンチゲート型ｎチャネル縦型ＳｉＣ　ＭＯＳＦＥＴな
どで構成されていても良い。
【０１４８】
　また、第１の実施の形態およびその変形例１～１０に係るパワーモジュール半導体装置
１に適用する半導体デバイス１００には、ＳｉＣ　ＭＯＳＦＥＴの代わりに、ＧａＮ系Ｆ
ＥＴなどを適用することもできる。
【０１４９】
　第１の実施の形態およびその変形例１～１０に係るパワーモジュール半導体装置１に適
用する半導体デバイス１００には、ＳｉＣ系、ＧａＮ系、若しくはＡｌＮ系のいずれかの
パワーデバイスを適用可能である。
【０１５０】
　更には、第１の実施の形態およびその変形例１～１０に係るパワーモジュール半導体装
置１に適用する半導体デバイス１００には、バンドギャップエネルギーが、例えば、１．
１ｅＶ～８ｅＶの半導体を用いることができる。
【０１５１】
　第１の実施の形態およびその変形例１～１０に係るパワーモジュール半導体装置１に適
用する半導体デバイス１００の例であって、ソースパッド電極ＳＰ、ゲートパッド電極Ｇ
Ｐを含むＳｉＣ　ＭＯＳＦＥＴの模式的断面構造は、図２１に示すように表される。ゲー
トパッド電極ＧＰは、ゲート絶縁膜３２上に配置されたゲート電極３８に接続され、ソー
スパッド電極ＳＰは、ソース領域３０およびｐベース領域２８に接続されたソース電極３
４に接続される。
【０１５２】
　また、ゲートパッド電極ＧＰおよびソースパッド電極ＳＰは、図２１に示すように、半
導体デバイス１００の表面を覆うパッシベーション用の層間絶縁膜４４上に配置される。
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尚、ゲートパッド電極ＧＰおよびソースパッド電極ＳＰの下方の半導体基板２６内には、
図２１の構成例では、図示を省略しているが、図２０或いは、図２１の中央部と同様に、
微細構造のトランジスタ構造が形成されていても良い。
【０１５３】
　さらに、図２１に示すように、中央部のトランジスタ構造においても、パッシベーショ
ン用の層間絶縁膜４４上にソースパッド電極ＳＰが延在して配置されていても良い。
【０１５４】
　第１の実施によれば、薄型ＳｉＣパワーモジュールの熱抵抗を改善可能なパワーモジュ
ール半導体装置を提供することができる。
【０１５５】
[第２の実施の形態]
（半導体装置の構成）
　第２の実施の形態に係るパワーモジュール半導体装置１であって、ツーインワンモジュ
ール（2 in 1 Module）の模式的鳥瞰構成は、図２２に示すように表される。
【０１５６】
　また、樹脂層１２を形成前の模式的鳥瞰構成は、図２３に示すように表される。
【０１５７】
　第２の実施の形態に係るパワーモジュール半導体装置１は、図２２および図２３に示す
ように、樹脂層１２に被覆されたセラミック基板１０の第１の辺に配置された正側電源入
力端子Ｐおよび負側電源入力端子Ｎと、第１の辺に隣接する第２の辺に配置された信号端
子群Ｓ１・Ｇ１・Ｔ１と、第１の辺に対向する第３の辺に配置された出力端子Ｏおよびサ
ーミスタ接続端子Ｂ１・Ｂ２と、第２の辺に対向する第４の辺に配置された信号端子群Ｓ
２・Ｇ２・Ｔ２とを備える。ここで、信号端子群Ｓ１・Ｇ１・Ｔ１は、図３２に示す半導
体デバイスＱ１のソースセンス端子・ゲート信号端子・電流センス端子に対応し、信号端
子群Ｓ２・Ｇ２・Ｔ２は、図３２に示す半導体デバイスＱ４のソースセンス端子・ゲート
信号端子・電流センス端子に対応する。また、負側電源入力端子Ｎは、第１電源入力端子
に対応し、正側電源入力端子Ｐは、第２電源入力端子に対応する。
【０１５８】
　また、第２の実施の形態に係るパワーモジュール半導体装置１に適用する上面板電極２
２1・２２4の模式的平面パターン構成は、図２４に示すように表される。
【０１５９】
　さらに、上面板電極２２1・２２4を形成前の模式的鳥瞰構成は、図２５に示すように表
される。
【０１６０】
　第２の実施の形態に係るパワーモジュール半導体装置１であって、ツーインワンモジュ
ールの模式的平面パターン構成は、図２６に示すように表され、図２６のＶ－Ｖ線に沿う
模式的断面構造は、図２７に示すように表される。
【０１６１】
　図２５においては、煩雑となるため詳細構造は省略されているが、図２６および図２７
から明らかなように、半導体デバイスＱ４・ＤＩ４は、金属板２１4上に配置されている
。同様に、半導体デバイスＱ１・ＤＩ１は、金属板２１4上に配置されている。図２７に
示す例では、金属板２１4は、断面が矩形形状を有し、しかもセラミック基板１０上に完
全に分離されて配置されている。
【０１６２】
　また、図２６のＶ－Ｖ線に沿う別の模式的断面構造は、図２８に示すように表される。
図２８に示す例では、金属板２１4は、断面が台形形状を有し、しかもセラミック基板１
０上に完全に分離されて配置されている。
【０１６３】
　図２６のＶ－Ｖ線に沿う他の模式的断面構造は、図２９に示すように表される。図２９
に示す例では、金属板２１は、断面が台形形状を有し、金属板２１上に半導体デバイスＱ
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４・Ｑ４・ＤＩ４は複数配置され、金属板２１は、複数の半導体デバイスＱ４・Ｑ４・Ｄ
Ｉ４間の対向領域のすくなくとも一部に熱干渉抑制用の溝部２１Ｇを有する。また、溝部
２１Ｇも断面が台形形状を有する。
【０１６４】
図２６のＶ－Ｖ線に沿うさらに別の模式的断面構造は、図３０に示すように表される。図
３０に示す例では、金属板２１は、断面が矩形形状を有し、金属板２１上に半導体デバイ
スＱ４・Ｑ４・ＤＩ４が配置され、金属板２１は、半導体デバイスＱ４・Ｑ４・ＤＩ４間
の対向領域のすくなくとも一部に熱干渉抑制用の溝部２１Ｇを有する。また、溝部２１Ｇ
も断面が矩形形形状を有する。
【０１６５】
　図２９および図３０の例では、金属板２１に熱干渉抑制用の溝部２１Ｇを形成すること
によって、半導体デバイスＱ４・Ｑ４・ＤＩ４間の熱干渉を抑制することができる。
【０１６６】
　第２の実施の形態に係るパワーモジュール半導体装置１であって、ツーインワンモジュ
ールの模式的裏面外観構成は、図３１に示すように表される。セラミック基板１０の裏面
上に配置される第２銅プレート層１０ｂは、ヒートスプレッダとして機能する。
【０１６７】
　また、第２の実施の形態に係るパワーモジュール半導体装置1であって、ツーインワン
モジュールの模式的回路表現は、図３２に示すように表される。
【０１６８】
　第２の実施の形態に係るパワーモジュール半導体装置１は、ツーインワンモジュルの構
成を備える。すなわち、２個のＭＯＳＦＥＴＱ１・Ｑ４が１つのモジュールに内蔵されて
いる。
【０１６９】
　ツーインワンモジュールの片側には、一例として４チップ（ＭＯＳトランジスタ×３、
ダイオード×１）搭載可能であり、それぞれのＳｉＣ　ＭＯＳＦＥＴＱ１・Ｑ４は、３個
まで並列接続可能である。ここで、ＳｉＣ　ＭＯＳＦＥＴＱ１・Ｑ４は例えば、約５ｍｍ
×約５ｍｍのサイズを有する。
【０１７０】
　第２の実施の形態に係るパワーモジュール半導体装置１は、図２２～図２７に示すよう
に、ＳｉＣ　ＴＰＭ（Transfer mold Power Module）において、上面板電極２２1・２２4

とセラミック基板１０上の電極パターン（ＥＰ・Ｄ（Ｋ４））とを電気的に接続する柱状
接続電極１８o・１８nの役割を兼用する負側電源入力端子Ｎ・出力端子Ｏを備える。負側
電源入力端子Ｎ・出力端子Ｏはパワー端子として作用する。柱状接続電極１８oには、図
２３に示すように、柱状延長電極２５が接続されていても良い。
【０１７１】
　第２の実施の形態に係るパワーモジュール半導体装置１は、図２２～図２７に示すよう
に、信号端子群（Ｇ１・Ｓ１・Ｔ１）・（Ｇ４・Ｓ４・Ｔ４）若しくは正側電源入力端子
Ｐ・負側電源入力端子Ｎ・出力端子Ｏのいずれかがパッケージモジュールの４辺の全辺（
全側面）から出ている構造において、対向する辺の信号端子群（Ｇ１・Ｓ１・Ｔ１）・（
Ｇ４・Ｓ４・Ｔ４）が互い違いに配置される。
【０１７２】
　また、第２の実施の形態に係るパワーモジュール半導体装置１において、上面板電極２
２1・２２4は、図２６に示すように、半導体デバイスのチップ上から延伸したボンディン
グワイヤの直上には覆い被さらないように配置される。
【０１７３】
　第２の実施の形態に係るパワーモジュール半導体装置１においては、上面板電極２２1

・２２4とセラミック基板１０上の電極パターン（ＥＰ・Ｄ（Ｋ４））とを電気的に接続
する柱状接続電極１８o・１８nの役割を兼用する負側電源入力端子Ｎ・出力端子Ｏを備え
ることにより、部材点数を削減することができ、パワーモジュールサイズの縮小化し、パ
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ワーモジュールのパワー密度の向上化を図ることができる。その結果、製造コストの削減
を図ることができる。
【０１７４】
　また、第２の実施の形態に係るパワーモジュール半導体装置１においては、対向する辺
の信号端子群（Ｇ１・Ｓ１・Ｔ１）・（Ｇ４・Ｓ４・Ｔ４）が互い違いに配置されること
により、３相インバータを組む場合など、パワーモジュールを並列に並べた際、信号端子
群（Ｇ１・Ｓ１・Ｔ１）・（Ｇ４・Ｓ４・Ｔ４）同士が当たらないため、パワーモジュー
ルサイズの省スペース化を図ることができる。
【０１７５】
　また、第２の実施の形態に係るパワーモジュール半導体装置１においては、上面板電極
２２1・２２4は、半導体デバイスのチップ上から延伸したボンディングワイヤの直上には
覆い被さらないように配置されることにより、柱状接続電極１８o・１８n、柱状延長電極
２５、柱状電極２０1・２０4の設計がボンディングワイヤの存在に制限されなくなるため
、上面板電極２２1・２２4が、半導体デバイスＱ１・Ｑ４のチップ上から延伸したボンデ
ィングワイヤの直上に配置される構造に比べ、柱状接続電極１８o・１８n、柱状延長電極
２５、柱状電極２０1・２０4の高さを相対的に薄く設定可能である。この結果、パワーモ
ジュールを構成する部材の低コスト化を図ることができる。
【０１７６】
　第２の実施の形態に係るパワーモジュール半導体装置１においては、構成部材の数が低
減化され、その結果としてチップ数を増加することができる。
【０１７７】
　各部材の接合構造の形成には、半田接合、金属粒子接合、固相拡散接合、液相拡散（Ｔ
ＬＰ：Transient Liquid Phase）接合などの技術を適用可能である。
【０１７８】
　出力端子Ｏは、ＭＯＳＦＥＴＱ１を介して正側電源入力端子Ｐに接続され、ＭＯＳＦＥ
ＴＱ４を介して負側電源入力端子Ｎに接続される。ここで、出力端子Ｏは、柱状接続電極
１８o・柱状延長電極２５を兼用しており、負側電源入力端子Ｎは、柱状接続電極１８nを
兼用している。
【０１７９】
　正側電源入力端子Ｐは、柱状電極構造を備えず、直接第３パターンＤ（Ｋ１）に接続さ
れている。ここで、正側電源入力端子Ｐも負側電源入力端子Ｎと同様に、柱状電極構造を
兼用していても良い。
【０１８０】
　第２の実施の形態に係るパワーモジュール半導体装置１は、図２２～図３０に示すよう
に、セラミック基板１０と、セラミック基板１０の表面上に配置された第１銅プレート層
１０ａの第１パターンＤ（Ｋ４）と、第１パターンＤ（Ｋ４）上に配置された半導体デバ
イスＱ４と、第１パターンＤ（Ｋ４）上に配置された第１柱状接続電極１８oと、第１柱
状接続電極１８oに接続された出力端子Ｏとを備える。
【０１８１】
　また、第１銅プレート層１０ａの第２パターンＥＰと、第２パターンＥＰ上に配置され
た第２柱状接続電極１８nと、第２柱状接続電極１８nに接続された負側電源入力端子Ｎと
を備えていても良い。
【０１８２】
　また、第１柱状接続電極１８oは、第１パターンＤ（Ｋ４）上に配置された柱状延長電
極２５を備えていても良い。特に、第１柱状接続電極１８oが配置される第１パターンＤ
（Ｋ４）部分は、幅が狭く形成されるため、抵抗値が上昇しやすい。この抵抗値は、半導
体デバイスＱ４のドレインと出力端子Ｏとの間に配置されるため、半導体デバイスＱ４の
ドレインに接続される寄生直列抵抗および寄生直列インダクタンスとなる。第１パターン
Ｄ（Ｋ４）上に柱状延長電極２５を配置することにより、このような寄生直列抵抗および
寄生直列インダクタンスを低減化することができる。
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【０１８３】
　また、半導体デバイスＱ４上に配置された第１柱状電極２０4を備えていても良い。
【０１８４】
　また、第１パターンＤ（Ｋ４）上に半導体デバイスＱ４に隣接して配置された第１ダイ
オードＤ４を備えていても良い。
【０１８５】
　また、第１柱状電極２０4上に配置され、かつ第１ダイオードＤ４のアノード電極Ａ４
に接続された第１上面板電極２２1を備えていても良い。
【０１８６】
　また、第１銅プレート層１０ａの第３パターンＤ（Ｋ１）上に配置された半導体デバイ
スＱ１を備えていても良い。
【０１８７】
　また、第３パターンＤ（Ｋ１）上に半導体デバイスＱ１に隣接して配置された第２ダイ
オードＤ１を備えていても良い。
【０１８８】
　また、半導体デバイスＱ１上に配置された第２柱状電極２０1を備えていても良い。
【０１８９】
　また、第２柱状電極２０1上に配置され、かつ第２ダイオードＤ１のアノード電極Ａ１
に接続された第２上面板電極２２4を備えていても良い。
【０１９０】
　第１上面板電極２２1および第２上面板電極２２4は、図２３および図２４に示すように
、平面視で内側の角部に湾曲凹状のＬ字構造を有することが望ましい。ボンディングワイ
ヤとの接触を回避しつつ、かつ電気的な抵抗を低減するためである。特に、図２４に示す
ように、Ｌ字構造の角部と湾曲部との最小距離は、Ｗ１に設定されている。
【０１９１】
　また、第２の実施の形態に係るパワーモジュール半導体装置１は、第３パターンＤ（Ｋ
１）に接続された正側電源入力端子Ｐを備えていても良い。
【０１９２】
　また、第２の実施の形態に係るパワーモジュール半導体装置１は、図２６に示すように
、セラミック基板１０の第４辺に配置され、半導体デバイスＱ４に第１ボンディングワイ
ヤ群を介して接続された第１信号端子群（Ｓ４・Ｇ４・Ｔ４）と、セラミック基板１０の
第４辺に対向する第２辺に配置され、半導体デバイスＱ１に第２ボンディングワイヤ群を
介して接続された第２信号端子群（Ｓ１・Ｇ１・Ｔ１）とを備える。ここで、第１信号端
子群（Ｓ４・Ｇ４・Ｔ４）と第２信号端子群（Ｓ１・Ｇ１・Ｔ１）は、互い違いに配置さ
れる。
【０１９３】
　また、第１信号端子群（Ｓ４・Ｇ４・Ｔ４）および第２信号端子群（Ｓ１・Ｇ１・Ｔ１
）は、図２３、図２５および図２６に示すように、Ｌ字構造を備えていても良い。
【０１９４】
　さらに、図２３、図２５および図２６に示すように、セラミック基板１０の厚み方向か
ら見た平面視で、第１上面板電極２２1は、半導体デバイスＱ４から延伸した第１ボンデ
ィングワイヤ群の直上には覆い被さらないように配置され、第２上面板電極２２4は、半
導体デバイスＱ１から延伸した第２ボンディングワイヤ群の直上には覆い被さらないよう
に配置されている。
【０１９５】
　また、上面板電極２２1・２２4がＬ字構造になることで、寄生インダクタンスが増加す
るが、この背反事項への対策として、上面板電極２２1・２２4の断面積を広げるための延
長部を別途設けても良い。ここで、延長部は、上面板電極２２1・２２4の幅若しくは厚み
を増すための構成を備える。
【０１９６】
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　信号端子群（Ｇ１・Ｓ１・Ｔ１）・（Ｇ４・Ｓ４・Ｔ４）をＬ字に形成することによっ
て、３チップのＭＯＳトランジスタからのボンディングワイヤの配線を短距離でかつクロ
ス配置無しで配置することが可能となり、さらに、上面板電極２２1・２２4は、半導体デ
バイスＱ１・Ｑ４のチップ上から延伸したボンディングワイヤの直上には覆い被さらない
ように配置可能となる。
【０１９７】
　また、図２３、図２５および図２６に示すように、半導体デバイスＱ４、第１ダイオー
ドＤ４、第１上面板電極２２4および第１信号端子群（Ｓ４・Ｇ４・Ｔ４）と、半導体デ
バイスＱ１、第２ダイオードＤ１、第２上面板電極２２4および第２信号端子群（Ｓ１・
Ｇ１・Ｔ１）は、セラミック基板１０の厚み方向から見た平面視で、セラミック基板１０
の中心に対して点対称に配置されていても良い。
【０１９８】
　また、図２７～図３０に示すように、出力端子Ｏ、負側電源入力端子Ｎ、第１上面板電
極２２1および第２上面板電極２２4は、面一に配置可能である。
【０１９９】
　第１銅プレート層１０ａの第１パターンＤ（Ｋ４）は、セラミック基板１０の表面上に
配置されている。半導体デバイスＱ４は、第１パターンＤ（Ｋ４）上に配置されている。
第２銅プレート層１０ｂは、セラミック基板１０の裏面上に配置されている。第１柱状電
極２０4は、半導体デバイスＱ４上に配置されている。樹脂層１２は、セラミック基板１
０の表面上に、第１銅プレート層１０ａ、半導体デバイスＱ１・Ｑ４、ダイオードＤ１・
Ｄ４、上面板電極２２1・２２4、柱状電極２０1・２０4、柱状接続電極１８o・１８n、柱
状延長電極２５などを被覆し、セラミック基板１０の裏面上に、第２銅プレート層１０ｂ
を被覆して配置されている。
【０２００】
　第２の実施の形態に係るパワーモジュール半導体装置１において、半導体デバイスＱ１
・Ｑ４は、例えば、ＳｉＣ　ＭＯＳＦＥＴで形成され、ダイオードＤ１・４は、例えば、
ＳｉＣ　ＳＢＤで形成されている。また、セラミック基板１０上のサーミスタ接続端子Ｂ
１・Ｂ２間には、サーミスタが接続され、第２の実施の形態に係るパワーモジュール半導
体装置１の温度検出に利用される。
【０２０１】
　例えば、セラミック基板１０は、Ａｌ2Ｏ3、ＡｌＮ、ＳｉＮ、ＡｌＳｉＣ、若しくは少
なくとも表面が絶縁性のＳｉＣなどで形成されていても良い。
【０２０２】
　また、樹脂層１２は、トランスファモールド樹脂で形成されていても良い。樹脂層１２
は、エポキシ系樹脂若しくはシリコーン系樹脂で形成されていても良い。
【０２０３】
　半導体デバイスＱ１・Ｑ４の複数のチップは、セラミック基板１０の表面上に、セラミ
ック基板１０の厚み方向から見た平面視で離間した位置に配置され、樹脂層１２により樹
脂モールドされている。
【０２０４】
　また、柱状接続電極１８o・１８nは、ＣＴＥの値が相対的に小さい電極材料、例えば、
ＣｕＭｏ、Ｃｕなどで形成されていても良い。
【０２０５】
　上面板電極２２１・２２4部分は、ＣＴＥの値が相対的に小さい電極材料、例えば、Ｃ
ｕＭｏ、Ｃｕなどで形成されていても良い。
【０２０６】
　ソース柱状電極２０１・２０4部分は、ＣＴＥの値が相対的に小さい電極材料、例えば
、ＣｕＭｏ、Ｃｕなどで形成されていても良い。
【０２０７】
　線熱膨張係数（ＣＴＥ：Coefficient of Thermal Expansion）の値が同等である同じ大



(24) JP 6077773 B2 2017.2.8

10

20

30

40

50

きさの材料を比較すると、発生応力は、ヤング率の値が大きい材料の方が大きくなる。こ
のため、ヤング率×ＣＴＥの数値が、より小さい材料を選定することによって、発生応力
の値の小さな部材を達成することができる。
【０２０８】
　ＣｕＭｏは、このような利点を有している。また、ＣｕＭｏは、Ｃｕには劣るが、電気
抵抗率も相対的に低い。
【０２０９】
　ここで、上面板電極２２１・２２4間の表面に沿った離隔距離は、沿面距離と呼ばれる
。沿面距離の値は、例えば、約６ｍｍである。
【０２１０】
　パワーモジュール半導体装置１の小型・軽量化のための第１の手段として、ＳｉＣ　Ｍ
ＯＳＦＥＴを使用して、チップを小型化することができる。ＳｉＣ　ＭＯＳＦＥＴでは、
規格化オン抵抗がＳｉ　ＭＯＳＦＥＴの約１／１０である。このため、同じオン抵抗を有
するデバイスを比較すると、ＳｉＣ　ＭＯＳＦＥＴのチップ面積は、Ｓｉ　ＭＯＳＦＥＴ
の約１／１０となる。
【０２１１】
　パワーモジュール半導体装置１の小型・軽量化のための第２の手段として、セラミック
基板の薄型化を図ることができる。一般に使用されているセラミック基板としてＡｌＮで
は、曲げ強度が小さく、薄くすると割れてしまう。また、熱抵抗や電気抵抗改善の目的で
接着する銅箔の厚さを厚くすると、熱サイクル試験で剥れてしまうため、信頼性を確保す
ることが難しい。したがって、セラミック基板としてＳｉＮを使用することが望ましい。
ＳｉＮのメリットとして、曲げ強度が大きく、薄くしても割れにくいという特徴がある。
一方、ディメリットとして、ＳｉＮは熱伝導率がＡｌＮよりも悪く、ＣＴＥがＡｌＮより
も大きい。ここで、具体的な数値例をあげると、ＡｌＮの曲げ強度は、約４００ＧＰａで
あるのに対して、ＳｉＮの曲げ強度は、約８５０ＧＰａである。一方、ＳｉＮの熱伝導率
は、約３５Ｗ／ｍＫであるのに対して、ＡｌＮの熱伝導率は、約１７０Ｗ／ｍＫである。
また、ＳｉＮのＣＴＥは、約８５０ｐｐｍ／℃であるのに対して、ＡｌＮのＣＴＥは、約
５．７ｐｐｍ／℃である。
【０２１２】
（半導体装置を適用した応用例）
　次に、図３３を参照して、第２の実施の形態に係るパワーモジュール半導体装置１を用
いて構成した３相交流インバータについて説明する。
【０２１３】
　図３３に示すように、３相交流インバータは、ゲートドライブ部５０と、ゲートドライ
ブ部５０に接続されたパワーモジュール部５２と、３相交流モータ部５４とを備える。パ
ワーモジュール部５２は、３相交流モータ部５４のＵ相、Ｖ相、Ｗ相に対応して、Ｕ相、
Ｖ相、Ｗ相のインバータが接続されている。ここで、ゲートドライブ部５０は、図３３で
は、ＳｉＣ　ＭＯＳＦＥＴＱ１・Ｑ４に接続されているが、図示は省略するが、同様に、
ＳｉＣ　ＭＯＳＦＥＴＱ２・Ｑ５、およびＱ３・Ｑ６にも接続されている。
【０２１４】
　パワーモジュール部５２は、蓄電池（Ｅ）４６の接続されたコンバータ４８が接続され
たプラス端子（＋）とマイナス端子（－）間に、インバータ構成のＳｉＣ　ＭＯＳＦＥＴ
Ｑ１・Ｑ４、Ｑ２・Ｑ５、およびＱ３・Ｑ６が接続されている。さらに、ＳｉＣ　ＭＯＳ
ＦＥＴＱ１～Ｑ６のソース・ドレイン間には、ダイオードＤ１～Ｄ６がそれぞれ逆並列に
接続されている。
【０２１５】
　第２の実施の形態に係るパワーモジュール半導体装置１では、図３３のＵ相部分に対応
する単相インバータの構造について説明されていたが、Ｖ相、Ｗ相に対応しても同様に形
成して、３相パワーモジュール部５２を形成することもできる。
【０２１６】
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　第２の実施の形態に係るパワーモジュール半導体装置１では、第１信号端子群（Ｇ４・
Ｓ４・Ｔ４）および第２信号端子群（Ｇ１・Ｓ１・Ｔ１）は、セラミック基板１０の厚み
方向に折り曲げた構成を備えていても良い。
【０２１７】
　また、第２の実施の形態に係るパワーモジュール半導体装置１では、パワーモジュール
半導体装置は、複数個並列に配置されていても良い。
【０２１８】
（３相交流インバータ駆動）
　３相交流インバータを駆動するために第２の実施の形態に係るパワーモジュール半導体
装置１を３個並列に配置した模式的平面構成は、図３４に示すように表される。
【０２１９】
また、第２の実施の形態に係るパワーモジュール半導体装置１において、信号端子を折り
曲げた模式的鳥瞰構成は、図３５に示すように表される。また、第２の実施の形態に係る
パワーモジュール半導体装置１を３個並列に配置し、３相交流インバータを駆動する模式
的回路構成は、図３６に示すように表される。
【０２２０】
　第２の実施の形態に係るパワーモジュール半導体装置１においては、信号端子（Ｇ１・
Ｓ１・Ｔ１）・（Ｇ４・Ｓ４・Ｔ４）若しくは正側電源入力端子Ｐ・負側電源入力端子Ｎ
・出力端子Ｏのいずれかがパッケージモジュールの４辺の全辺（全側面）から出ている構
造において、対向する辺の信号端子（Ｇ１・Ｓ１・Ｔ１）・（Ｇ４・Ｓ４・Ｔ４）が互い
違いに配置されているため、図３４に示すように、パワーモジュール半導体装置１を並列
配置した場合の占有面積を縮小化可能となる。さらに、図３５に示すように、信号端子（
Ｇ１・Ｓ１・Ｔ１）・（Ｇ４・Ｓ４・Ｔ４）を折り曲げることによって、図３４および図
３６に示すように、パワーモジュール半導体装置１を並列配置した場の占有面積を縮小化
可能となる。このため、装置全体の省スペース化、小型化を図ることができる。
【０２２１】
　第２の実施の形態に係るパワーモジュール半導体装置１に適用する半導体デバイス１０
０（Ｑ）の例として、ＳｉＣ　ＭＯＳＦＥＴの模式的断面構造は、図２０と同様に表され
る。図２０では、半導体デバイス１００は、プレーナゲート型ｎチャネル縦型ＳｉＣ　Ｍ
ＯＳＦＥＴで構成されているが、トレンチゲート型ｎチャネル縦型ＳｉＣ　ＭＯＳＦＥＴ
などで構成されていても良い。
【０２２２】
　また、第２の実施の形態に係るパワーモジュール半導体装置１に適用する半導体デバイ
ス１００（Ｑ）には、ＳｉＣ　ＭＯＳＦＥＴの代わりに、ＧａＮ系ＦＥＴなどを適用する
こともできる。
【０２２３】
　第２の実施の形態に係るパワーモジュール半導体装置１に適用する半導体デバイス１０
０には、ＳｉＣ系、ＧａＮ系、若しくはＡｌＮ系のいずれかのパワーデバイスを適用可能
である。
【０２２４】
　第２の実施の形態に係るパワーモジュール半導体装置１に適用する半導体デバイス１０
０の例であって、ソースパッド電極ＳＰ、ゲートパッド電極ＧＰを含むＳｉＣ　ＭＯＳＦ
ＥＴの模式的断面構造は、図２１と同様に表される。
【０２２５】
　第２の実施によれば、ツーインワン薄型ＳｉＣパワーモジュールの熱抵抗を改善可能な
パワーモジュール半導体装置を提供することができる。
【０２２６】
[第３の実施の形態]
　第３の実施の形態に係るパワーモジュール半導体装置２であって、ワンインワンモジュ
ール（1 in 1 Module）の模式的回路表現は、図３７に示すように表される。また、第２
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の実施の形態に係るパワーモジュール半導体装置２であって、ワンインワンモジュールの
詳細回路表現は、図３８に示すように表される。
【０２２７】
　第３の実施の形態に係るパワーモジュール半導体装置２は、ワンインワンモジュールの
構成を備える。すなわち、１個のＭＯＳＦＥＴＱが１つのモジュールに内蔵されている。
一例として６チップ（ＭＯＳトランジスタ×６）搭載可能であり、それぞれのＭＯＳＦＥ
ＴＱは、６個まで並列接続可能である。尚、６チップの内、一部をダイオードＤＩ用とし
て搭載することも可能である。
【０２２８】
　図３７には、ＭＯＳＦＥＴＱに逆並列接続されるダイオードＤＩが示されている。ＭＯ
ＳＦＥＴＱの主電極は、ドレイン端子ＤＴおよびソース端子ＳＴで表される。
【０２２９】
　さらに詳細には、図３８に示すように、ＭＯＳＦＥＴＱに並列にセンス用ＭＯＳＦＥＴ
Ｑｓが接続される。センス用ＭＯＳＦＥＴＱｓは、ＭＯＳＦＥＴＱと同一チップ内に、微
細トランジスタとして形成されている。なお、第１の実施の形態においても半導体デバイ
スＱ１・Ｑ４には、センス用ＭＯＳＦＥＴＱｓが同一チップ内に、微細トランジスタとし
て形成されている。
【０２３０】
　第３の実施の形態に係るパワーモジュール半導体装置２は、図３９に示すように、樹脂
層１２に被覆されたセラミック基板１０の第１の辺に配置されたドレイン端子ＤＴおよび
ソース端子ＳＴと、第１の辺に対向の辺に配置された信号端子群ＳＳ・Ｇ・ＣＳ・Ｂ１・
Ｂ２とを備える。ここで、信号端子群ＳＳ・Ｇ・ＣＳは、の半導体デバイスＱのソースセ
ンス端子・ゲート信号端子・電流センス端子に対応し、信号端子群Ｂ１・Ｂ２は、サーミ
スタ接続端子に対応する。ここで、ソース端子ＳＴは、第１電源入力端子に対応し、ドレ
イン端子ＤＴは、第２電源入力端子に対応する。
【０２３１】
　また、樹脂層１２を形成前の模式的鳥瞰構成は、図４０に示すように表される。
【０２３２】
　さらに、上面板電極２２を形成前の模式的鳥瞰構成は、図４１に示すように表される。
【０２３３】
　また、第３の実施の形態に係るパワーモジュール半導体装置２であって、ワンインワン
モジュールの模式的平面パターン構成は、図４２に示すように表され、図４２のＶＩ－Ｖ
Ｉ線に沿う模式的断面構造は、図４４に示すように表される。
【０２３４】
　図４１においては、煩雑となるため詳細構造は省略されているが、図４２および図４４
から明らかなように、複数の半導体デバイスＱは、それぞれ別々の金属板２１上に配置さ
れている。
【０２３５】
　図４４に示す例では、金属板２１は、断面が矩形形状を有し、しかもセラミック基板１
０上に完全に分離されて配置されている。
【０２３６】
　また、図４２のＶＩ－ＶＩ線に沿う別の模式的断面構造は、図４５に示すように表され
る。図４５に示す例では、複数の金属板２１は、断面が台形形状を有し、しかもセラミッ
ク基板１０上に完全に分離されて配置されている。
【０２３７】
　図４２のＶＩ－ＶＩ線に沿う他の模式的断面構造は、図４６に示すように表される。図
４６に示す例では、金属板２１は、断面が台形形状を有し、金属板２１上に半導体デバイ
スＱが複数配置され、金属板２１は、複数の半導体デバイスＱ間の対向領域のすくなくと
も一部に熱干渉抑制用の溝部２１Ｇを有する。また、溝部２１Ｇも断面が台形形状を有す
る。
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【０２３８】
　図４２のＶＩ－ＶＩ線に沿うさらに別の模式的断面構造は、図４７に示すように表され
る。図４７に示す例では、金属板２１は、断面が矩形形状を有し、金属板２１上に半導体
デバイスＱが複数配置され、金属板２１は、複数の半導体デバイスＱ間の対向領域のすく
なくとも一部に熱干渉抑制用の溝部２１Ｇを有する。また、溝部２１Ｇも断面が矩形形形
状を有する。
【０２３９】
　図４６および図４７の例では、金属板２１に熱干渉抑制用の溝部２１Ｇを形成すること
によって、複数の半導体デバイスＱ間の熱干渉を抑制することができる。
【０２４０】
　また、第３の実施の形態に係るパワーモジュール半導体装置２であって、ワンインワン
モジュールの模式的裏面外観構成は、図４３に示すように表される。セラミック基板１０
の裏面上に配置される第２銅プレート層１０ｂは、ヒートスプレッダとして機能する。
【０２４１】
　第３の実施の形態に係るパワーモジュール半導体装置２は、図３９～図４７に示すよう
に、ＳｉＣ　ＴＰＭにおいて、上面板電極２２とセラミック基板１０上の電極パターンＥ
Ｐとを電気的に接続する柱状接続電極１８nの役割を兼用する負側電源入力端子Ｎを備え
る。また、ドレイン端子ＤＴとセラミック基板１０上の電極パターンＤとを電気的に接続
する柱状接続電極１８pの役割を兼用するドレイン端子ＤＴを備える。ソース端子ＳＴ・
ドレイン端子ＤＴはパワー端子として作用する。
【０２４２】
　第３の実施の形態に係るパワーモジュール半導体装置２においては、上面板電極２２と
セラミック基板１０上の電極パターンＥＰとを電気的に接続する柱状接続電極１８nの役
割を兼用するソース端子ＳＴと、ドレイン端子ＤＴとセラミック基板１０上の電極パター
ンＤとを電気的に接続する柱状接続電極１８pの役割を兼用するドレイン端子ＤＴとを備
えることにより、部材点数を削減することができ、パワーモジュールサイズの縮小化し、
パワーモジュールのパワー密度の向上化を図ることができる。その結果、製造コストの削
減を図ることができる。
【０２４３】
　第３の実施の形態に係るパワーモジュール半導体装置２においては、構成部材が低減化
され、その結果としてチップ数を増加することができる。
【０２４４】
　各部材の接合構造の形成には、半田接合、金属粒子接合、固相拡散接合、液相拡散接合
などの技術を適用可能である。
【０２４５】
　第３の実施の形態に係るパワーモジュール半導体装置２は、図３９～図４７に示すよう
に、セラミック基板１０と、セラミック基板１０の表面上に配置された第１銅プレート層
１０ａの第１パターンＤと、第１パターンＤ上に配置された半導体デバイスＱと、第１パ
ターンＤ上に配置された第１柱状接続電極１８pと、第１柱状接続電極１８pに接続された
ドレイン端子ＤＴとを備える。
【０２４６】
　また、第１銅プレート層１０ａの第２パターンＥＰと、第２パターンＥＰ上に配置され
た第２柱状接続電極１８nと、第２柱状接続電極１８nに接続されたソース端子ＳＴとを備
えていても良い。
【０２４７】
　また、半導体デバイスＱ上に配置された柱状電極２０を備えていても良い。
【０２４８】
　また、ここで、図示は省略されているが、第１パターンＤ上に半導体デバイスＱに隣接
して配置された第１ダイオードＤＩを備えていても良い。さらに、場合によっては、第１
パターンＤ上には、すべてのチップにダイオードＤＩが配置されていても良い。
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【０２４９】
　また、柱状電極２０上に配置された上面板電極２２を備えていても良い。
【０２５０】
　また、図示は省略されているが、柱状電極２０上に配置され、かつダイオードＤＩのア
ノード電極Ａに接続された上面板電極２２を備えていても良い。
【０２５１】
　上面板電極２２は、図４０に示すように、平面視で内側の角部に湾曲凹状のＬ字構造を
有することが望ましい。電気的な抵抗を低減するためである。
【０２５２】
　第３の実施の形態に係るパワーモジュール半導体装置２においても、半導体デバイスＱ
は、例えば、ＳｉＣ　ＭＯＳＦＥＴで形成され、ダイオードＤＩは、例えば、ＳｉＣ　Ｓ
ＢＤで形成される。また、セラミック基板１０上のサーミスタ接続端子Ｂ１・Ｂ２間には
、サーミスタが接続され、第３の実施の形態に係るパワーモジュール半導体装置２の温度
検出に利用される。
【０２５３】
　その他の構成は、第２の実施の形態に係るパワーモジュール半導体装置１と同様である
ため、重複説明は省略する。
【０２５４】
　第３の実施の形態に係るパワーモジュール半導体装置２に適用する半導体デバイス１０
０（Ｑ）の例として、ＳｉＣ　ＭＯＳＦＥＴの模式的断面構造は、図２０と同様に表され
る。図２０では、半導体デバイス１００は、プレーナゲート型ｎチャネル縦型ＳｉＣ　Ｍ
ＯＳＦＥＴで構成されているが、トレンチゲート型ｎチャネル縦型ＳｉＣ　ＭＯＳＦＥＴ
などで構成されていても良い。
【０２５５】
　また、第３の実施の形態に係るパワーモジュール半導体装置２に適用する半導体デバイ
ス１００（Ｑ）には、ＳｉＣ　ＭＯＳＦＥＴの代わりに、ＧａＮ系ＦＥＴなどを適用する
こともできる。
【０２５６】
　第３の実施の形態に係るパワーモジュール半導体装置２に適用する半導体デバイス１０
０には、ＳｉＣ系、ＧａＮ系、若しくはＡｌＮ系のいずれかのパワーデバイスを適用可能
である。
【０２５７】
　第３の実施の形態に係るパワーモジュール半導体装置２に適用する半導体デバイス１０
０の例であって、ソースパッド電極ＳＰ、ゲートパッド電極ＧＰを含むＳｉＣ　ＭＯＳＦ
ＥＴの模式的断面構造は、図２１と同様に表される。
【０２５８】
　第３の実施によれば、ワンインワン薄型ＳｉＣパワーモジュールの熱抵抗を改善可能な
パワーモジュール半導体装置を提供することができる。
【０２５９】
　以上説明したように、本発明によれば、薄型ＳｉＣパワーモジュールの熱抵抗を改善可
能なパワーモジュール半導体装置を提供することができる。
【０２６０】
[その他の実施の形態]
　上記のように、第１～第３の実施の形態によって記載したが、この開示の一部をなす論
述および図面は例示的なものであり、この発明を限定するものであると理解すべきではな
い。この開示から当業者には様々な代替実施の形態、実施例および運用技術が明らかとな
ろう。
【０２６１】
　このように、本発明はここでは記載していない様々な実施の形態などを含む。
【産業上の利用可能性】
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【０２６２】
　本発明のパワーモジュール半導体装置は、ＳｉＣパワー半導体モジュール、インテリジ
ェントパワーモジュールなどパワーデバイス全般に利用可能であり、特に、小型・軽量化
が求められている分野、車載・太陽電池・産業機器・民生機器向けのインバータ、コンバ
ータなど幅広い応用分野に適用可能である。
【符号の説明】
【０２６３】
１、１ａ、２…パワーモジュール半導体装置
３ａ、３ｂ…半田層
１０…セラミック基板
１０ａ、１０ｂ…銅プレート層
１２…樹脂層
１８o、１８n、１８p、１８n…柱状接続電極
２０、２０1、２０4…柱状電極
２１、２１1、２１2、２１3、２１4…金属板
２１ｂ…接合層
２１Ｇ…溝部
２２、２２1、２２4…上面板電極
２４…ｎ+ドレイン領域
２５…柱状延長電極
２６…半導体基板
２８…ｐベース領域
３０…ソース領域
３２…ゲート絶縁膜
３４…ソース電極
３６…ドレイン電極
３８…ゲート電極
４４…層間絶縁膜
４６…蓄電池（Ｅ）
４８…コンバータ
５０…ゲートドライブ部
５２…パワーモジュール部
５４…三相モータ部
１００、Ｑ、Ｑ１～Ｑ６…半導体デバイス（ＳｉＣ　ＭＯＳＦＥＴ、半導体チップ）
１８０…ペースト層
２００…溶媒
２００ａ…シェル
２２０…銀ナノ粒子
Ｄ１～Ｄ６、ＤＩ…ダイオード
ＧＰ…ゲートパッド電極
ＳＰ…ソースパッド電極
Ｐ…正側電源入力端子（第２電源入力端子）
Ｎ…負側電源入力端子（第１電源入力端子）
ＤＴ…ドレイン端子（第２電源入力端子）
ＳＴ…ソース端子（第１電源入力端子）
Ｏ、Ｕ、Ｖ、Ｗ…出力端子
Ｇ、Ｇ１、Ｇ４…ゲート信号端子
Ｓ１、Ｓ４、ＳＳ…ソースセンス端子
ＣＳ、Ｔ１、Ｔ４…電流センス端子
Ｂ１、Ｂ２…サーミスタ接続端子
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Ａ１、Ａ４…アノード電極
Ｋ１、Ｋ４…カソード電極
Ｄ、Ｄ（Ｋ１）、Ｄ（Ｋ４）…ドレイン電極パターン
ＥＰ…接地パターン
ＴＨ１、ＴＨ１1、ＴＨ１2…金属板の厚さ
ＴＨ２…溝部の深さ
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